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ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ について
　ＣＯＯＬ　ＣＨＯＩＣＥ（クールチョイス）と
は、CO₂などの温室効果ガスの排出量削減の
ために、脱炭素社会づくりに貢献する「製品
の買い換え」「サービスの利用」「ライフスタイ
ルの選択」など地球温暖化対策に資するあらゆ
る「賢い選択」をしていこうという取り組みの
ことです。
　取り組みの例として、電気のＬＥＤ化やエ
コペーパーの利用、エコバッグの使用、クー
ルビズ、ウォームビズなどがあります。特に
クールビズや空調の温度設定などはこれから
の時期に取り組みやすい項目です。このよう
に、すぐにでも取り組むことのできる内容に
なっているので、できることから少しずつ始
めましょう。

　７月、８月の休日在宅医

月／日 給 油 店 名
7／　4 井上仲町店・井手都井店
7／11 坂元串間店・井手都井店
7／18 井手産商串間店・三協西小路店・井手都井店
7／25 酒井串間店・井手都井店
8／　1 津曲北方店・井手都井店
8／　8 片平本町店・三協西小路店・井手都井店
8／15 井上仲町店・井手都井店
8／22 坂元串間店・井手都井店
8／2９ 井手産商串間店・井手都井店

■都井分団第１部　部長　川﨑弘貴
　市民の皆さんこんにちは。串間市
消防団です。
　今回は都井分団の紹介をさせてい
ただきます。
● 都井分団について
・分団長＝上田郁男
・副分団長＝山下和彦、泉正人　
・団員＝68名
・ 管轄地区＝都井地区（大字都井、

大納）
・ 配備車両など＝ポンプ車１台、小

型動力ポンプ付積載車５台、小型

消防団
通信
しょうぼうだんつうしん

動力ポンプ１台
・ 部数＝１部：迫、２部：宮ノ浦、

３部：立宇津、４部：大納、５部：
宮原、７部：黒井、８部：東

　私たち都井分団第１部は、現在17
名の団員が所属し、主に迫地区のメ
ンバーで構成されています。
　都井地区の中枢を担う部として、
大雨・台風などの自然災害時におけ
る巡回や住民の避難誘導を積極的に
行っています。また、昨年秋には、
南海トラフ巨大地震を想定した津波

災害時における高台への避難経路確
認・誘導訓練を行いました。その他、
都井岬火祭りでは、地元消防団代表
として警備にもあたり、串間を代表
する祭りに携わることができ誇りに
思っています。
　今年度も新たに２名の団員が加
わったことで、これまで以上に地域
に目を向けた消防団活動が可能にな
りました。私たちと一緒に安心・安
全な暮らしやすい都井を守っていき
たいと思う同志の入団をお待ちして
います。

●問い合わせ先＝串間市消防本部☎72 - 4151

　７月、８月の日曜給油店

人口のうごき（令和３年６月１日現在）

人口  16584人（前月比 ‐６人）
［男性  7788人　女性  8796人］世帯数  7189世帯

※令和２年度国勢調査からの推計人口です。

月／日 医療機関 診療科 電話番号

7／　4 はなぶさ消化器・内視鏡
クリニック

内・消化器内科・
内視鏡内科 74-1187

7／11 にいな内科・循環器科 内・循・呼 71-1711
7／18 岡村クリニック 整形外科 72-7710
7／22 アイレHDクリニック串間 内科・透析内科 55-8181
7／23 ゆうゆうの森クリニック 内科 55-9111
7／25 串間中央クリニック 内科・小児科 27-3181
8／　1 アイレHDクリニック串間 内科・透析内科 55-8181
8／　8 県南病院 神・精・内科 72-0224
8／　９ のだ小児科医院 小児科・アレ 71-1112
8／15 とめのファミリークリニック 内科・小児科 76-1425

8／22 はなぶさ消化器・内視鏡
クリニック

内・消化器内科・
内視鏡内科 74-1187

8／2９ にいな内科・循環器科 内・循・呼 71-1711
※ 休日在宅医は変更になる場合があります。受診する前に医療機関もしくはテレ

フォンサービス（☎23-9999）にて必ずご確認ください。

　  串間警察署☎７２－０１１０ 
警察安全相談♯９１１0

問

夏季の水難事故に注意！
　これから本格的な夏場を迎え、海や川などに出掛ける機会が多くなりますが、例年この時期に水難事故が
多発する傾向にあります。

● 令和２年中の県内における水難事故
・  発生件数＝13件（場所別：海５件、河川８件【釣り

５件、サーフィン１件、水遊び３件、その他４件】）
・ 事故者数＝14名（うち死者６名）

●釣りをする際の心得
・ 必ず救命胴衣を着用しましょう。
・ 磯場はぬれた岩場でも滑らない靴を履きましょう。
・ 転落や高波などの危険がある場所での釣りはやめ

ましょう（立ち入り禁止となっている防波堤など
に入ることは犯罪です）。

・ 単独で釣りには行かないようにしましょう。

●水泳、水遊びをする際の心得
・ 指定された場所以外では泳がないようにしましょう。
・ 浮き輪や救命胴衣などを準備しましょう。
・ 子どもが水遊びする際は、必ず保護者が付き添い

ましょう。
・ 泳ぐ前には必ず準備運動をしましょう。
・ 疲れているときや空腹・満腹時、飲酒したときは

泳がないようにしましょう。
・ 監視員などの指示や注意書きがあれば従いましょう。

　固定資産税は、毎年１月１日（賦課期日）時点
で土地、家屋、償却資産を所有している方にか
かる税金です。
　税務課資産税係では定期的に市内の巡回を行
い、工事届などの情報をもとにしながら、土地
や家屋の状況を調べています。しかし、市内全
域の状況を正確に把握することは難しい状況で
す。
　家屋については新増築、解体どちらの場合で
も、必ず現地調査をさせていただく必要があり
ます。
　建物を新増築、解体されたときは、まずは税
務課にお知らせください。公平公正な課税のた
めに皆さまのご協力をお願いいたします。
　 税務課資産税係　 ☎72 ‐ 1113問

チャンネル税
建物を新増築、解体
されたときは税務課に
お知らせください
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